
募
集
・
お
知
ら
せ

宜
野
湾
市
役
所
　
☎
８
９
３
‐
４
４
１
１
（
代
表
）　
　
問 …

 

問
合
せ
　
　
　
申 …

申
し
込
み
先

9 市報　　　　 2020・５・11

健
康
・
福
祉

がんじゅ～広場(動作法教室)
①場所 願寿ひろば赤道　30人
 （赤道老人福祉センター）
　日時　毎週金曜日10：00～12：00
　　　　（9：00～受付開始）
②場所　願寿ひろば伊利原　10人
　　　　（伊利原老人福祉センター）
　日時　毎週金曜日14：00～16：00
　　　　（13：30～受付開始）
対象　市内在住の65歳以上の方
受講料　無料　※申込不要
問 介護長寿課　内線204

いきいき筋力アップ教室
～65歳からの筋力トレーニング～
　いつまでも元気でいるために、自宅で無
理なくできる筋力トレーニングとストレッチ、
脳トレを学ぶ教室です。
《6月》
日時　6/3～8/19　毎週水曜日
　　　10：00～12：00（全12回）
場所　勤労青少年ホーム
定員　12人（※1)
申込期間　4/27(月)～5/20(水)（※2）
対象　
▶市内在住の65歳以上の方で介護認定を
受けていない方
▶医師からの運動制限のない方
(医師からの意見書を出していただく場
合もあります)
▶原則として全日程に参加できる方
※1 応募多数の場合は、新規の方を優先に
抽選します。
※2 窓口または電話で受付後、窓口にて申
請書の記入が必要となります。
問 介護長寿課　内線183

ウォーキングday
～みんなで歩いて脂肪燃焼～
日時　6月毎週月曜日　9：00～
　　  （公休日はお休みです）
集合場所　いこいの市民パーク
　　　　　管理事務所手前左側 東屋
対象者　市内在住で運動制限のない方
内容　ストレッチ、美らがんじゅう体操、1時
間程度（約4㎞）のウォーキング
※受付不要
※帽子、飲み物をご持参ください。
※荒天の場合は中止します。
問 保健相談センター　☎898-5583

５／３１は世界禁煙デー
喫煙は、『百害あって一利なし！』
　厚生労働省の受動喫煙対策として、
2019年7月1日より病院・学校の敷地内禁
煙が始まりました。2020年4月1日からは、
飲食店やオフィスなど、様々な施設で原則
屋内禁煙がスタートしました。
『なくそう！望まない受動喫煙』

シルバーパスポートカード、ご活用ください！
　市では健康づくりやスポーツ、趣味等で高齢者が外出する機会を増やし、生きがい
づくりを応援しようと「宜野湾市シルバーパスポート事業」を実施しています。65歳以
上の方を対象に交付している「シルバーパスポートカード」を是非ご活用ください。
①市立体育館のトレーニング利用料がカード提示で無料になります。（火曜休室）
②普天間りうぼう（サンフティーマ）およびテナント各店で毎週土曜日・日曜日にレジ
でカードを提示すると5％割引きなどのサービスが受けられます。
　※詳しいサービス内容は、店頭または管理事務所にてご確認ください。
　普天間りうぼう（☎896-1177）　▶（株）ティ・エム・オ普天間（☎896-1020）
③天然温泉アロマをご利用の際、カード提示で200円割引きされます。
　天然温泉アロマ（☎0120-06-1126）
④ラグナガーデンホテルのレストラン利用料がカード提示で10％割引きになりま
す。グループ内のどなたかお一人のカード提示で可。但し団体は対象外。
　ラグナガーデンホテル（☎897-9009）
⑤カラオケハウスとまと宜野湾店をご利用の際、カード提示で飲食代金より10％割
引きを受けられます。但し他の特典との併用はできません。
　カラオケハウスとまと宜野湾店（☎897-1255）
⑥東江メガネ宜野湾市役所通り店、カード提示でメガネ一式購入代金より1,000円
割引きされます。但し他の特典との併用はできません。
　東江メガネ宜野湾市役所通り店（☎892-8839）
⑦宜野湾市主催の催し物（お芝居など）で割引きされることがあります。
　※割引きされる催し物については、市報やポスターなどでお知らせします。

高齢者の肺炎球菌予防接種について
　今年度、高齢者の肺炎球菌予防接種の対象となっている方には、4月に通知をお
送りしています。内容をご確認の上、早めに接種を受けましょう。
接種期限　令和3年3月31日まで
令和2年度対象者　※通知は下記①の方へ送付しています。
①令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85
歳、90歳、95歳、100歳となる方（誕生日を迎える前でも接種は可能）
②60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあ
り、日常生活がほとんど不可能な程度の方（該当の有無については、直接医師へ相
談ください）
接種回数　１回（23価肺炎球菌ワクチン）※但し、過去に23価肺炎球菌ワクチンを
接種した方は、定期接種の対象となりません。
場所　指定医療機関　　費用　4,000円（生活保護受給者は無料）
※詳しくはお手元にある通知書、または市ホームページにてご確認ください。
 問 保健相談センター　☎898-5583

児童手当「現況届」の提出について
　児童手当を継続して受けるためには毎年6月に「現況届」を提出しなければなりま
せん。現況届は毎年6月1日の状況を記載し、児童手当を引き続き受給できるかを確
認する手続きです。
　6月中に現況届の提出がされない場合、児童手当の支給ができませんので、必ず
受付期間内にご提出ください。
受付期間　6/1（月）～6/30（火）（予定）　※土日・慰霊の日は受付できません。
受付時間　8：30～11：30、13：00～17：00
受付場所　市役所2階  8番窓口  児童家庭課
※詳細については、郵送でお手元に届く通知
書にてご確認ください。
※今年度より健康保険証のコピーの添付は不
要です。（公務員共済組合加入の方を除く）
※所得制限額の超過についての確認は現況届
提出に行います。
 問 児童家庭課　☎893-4422

区分 支給額
3歳未満 一律 15,000円

3歳～小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円

中学生 一律 10,000円
所得制限額を
超過している
世帯の児童

一律 5,000円

支給月額

☆市内協力事業所も随時募集しています☆
　宜野湾市内に事業を展開する企業の皆さま！
　シルバーパスポートカードを利用出来る協力
　事業所に登録してみませんか？
　　問 介護長寿課　内線172

Health And Welfare News

人権擁護委員とは！？
どのような活動をしているの？ 

　いじめ、体罰、児童虐待等の子どもの人権、セクハラやＤＶに関すること、家庭のもめご
となど、お気軽にご相談ください。　　　　※人権擁護員が無料で受付し、個人情報は固く守られます。
　毎月第三木曜日に開設しております人権困りごと相談所については、新型コロナウイル
ス感染症の緊急事態宣言を受け、当面の間、中止とさせていただきます。

人権の花運動「植え付け式」
 (令和元年10月25日)

教
え
て
！

　①人権啓発 　②人権相談 　③人権侵害の救済　などの活動をしています。

Q
A

消防署からのお知らせ

お問い合わせ　消防本部　予防課　☎892-1850

お問い合わせ　消防本部　警防課　☎896-2548

■ 総務省消防庁より救助用資機材搭載型
■ 消防ポンプ自動車を宜野湾市消防団に配備しました
　令和2年3月に総務省消防庁から救助用資機材搭載型消防
ポンプ自動車の貸与を受け、宜野湾市消防団に配備しました。
　この消防ポンプ自動車は、地域防災力の中核である消防団
が大規模災害発生時に幅広い活動が実施できるように、高性
能な消防ポンプやさまざまな救助資機材が搭載されていま
す。消防団員の教育訓練を実施することにより、さらなる災害
対応能力の向上と地域防災力の一層の強化が図られます。

■ 高規格救急自動車を更新しました

　平成21年度から運用してきました高規格救急自動車を
更新配備しました。令和元年度特定防衛施設周辺整備調整
交付金を活用して更新した高規格救急自動車は、LEDヘッ
ドランプ・LED赤色灯を搭載し視認性が向上しました。ま
た、応急処置や救命処置を行うため最新の高度救命処置用
資機材を搭載しています。
　救急事案が発生した場合に、速やかに現場に出動し迅速
的確に対応できる環境を維持することができました。

さまざま
な

救助資機
材が

搭載
高度救命

処置用

資機材を
搭載

令和2年度 危険物安全週間 期間　6月7日（日）～6月13日（土）

九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン
後援：総務省消防庁

　住宅火災による被害のさらなる軽減を目的として、九州の各消防本部が一斉に住宅用
火災警報器の設置の徹底および適切な維持管理の周知を行う取り組みを行います！
期間　令和2年6月1日（月）を含む前後一週間
　　　今年の宜野湾市は、5月26日（火）から6月7日（日）までの期間実施します。

設置済みのご家庭も10年
たったら取り替えを！

令和2年度　危険物安全週間推進標語

『訓練で　確かな信頼　積み重ね』

　ガソリンなどの危険物は、事業所等や国民に深く浸透し、安全確保がとても重要となっています。
　本週間は、自主保安体制の確立や広く危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることを目的として全国で展開されます。

身近な
危険物

　ガソリン、灯油などの燃料類のほか、ペンキ、ヘアスプレー、除光液、消毒用アルコールなどにも
『危険物』は利用されています！身の回りの物に右図のような表示があったら、それは『危険物』のし
るしです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※「取扱い上注意」をよく読み危険物による事故を防ぎましょう！

■ 市内であった家庭内での危険物使用時の火災事例 ▶ 台所で消毒用アルコールをこぼしてしまい、使用中のガスこんろの火に引火した！
■ 予防策 ▶ 消毒用アルコール等を使用する際は、火気を使用しない。

火気厳禁
第1石油類
危険等級Ⅱ

ご相談を予定していた
皆さまでお急ぎの方は、

法務局の人権相談「みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）」

☎0570-003-110をご活用ください。
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